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― 御嶽海ら出羽海部屋の力士の木曽合宿―
　御嶽海の出身地である木曽町で６月 27 日～ 29
日の３日間木曽合宿が行われました。
　27 日は、トレーニングセンターの竣工式に合わ
せて、御嶽海ら出羽海部屋の力士も土俵開きに出
席、29 日最終日は一般公開されました。

❷  令和６年新年度のご挨拶
　  会長あいさつ
❸  木曽税務署長　通常総会　祝辞
❹  第 12 回通常総会・税務署異動
❺   税務署からのお知らせ（ALL　e-Tax）

❻   青年部・女性部
❼   会員企業のご紹介
❽～❾  税金Ｑ＆Ａコーナー
10～11   いちごプロジェクト宣伝花の種
12  事務局日誌・女性部食品ロス事業
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― 木曽町総合トレーニングセンター―
　令和10年に長野県において開催される第 82 回国民スポーツ大会（略：国スポ）において木曽町
が相撲競技会場に決定したことに伴い、整備されたセンターです。
　国スポではセンター隣にあります本土俵と一体の相撲競技会場として全国の選手の方々の競技が
行われるそうです。
　国スポ時だけでなく普段も利用可能になり、町民だけでなく、幅広くご利用いただく予定とのこ
とです。

場所：木曽町新開 1318 番地（木曽町相撲場）場所：木曽町新開 1318 番地（木曽町相撲場）
令和６年６月 27日竣工令和６年６月 27日竣工
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令和６年新年度のご挨拶令和６年新年度のご挨拶

木曽法人会長　大沢　謙一

　「良き経営者を目指して」

　日頃より会員の皆様、ならびに木曽税務署を
はじめとする関係各位の皆様には、木曽法人会
運営への大きなご支援ご協力に衷心より感謝申
し上げます。
　今年は、年の初めから能登半島地震勃発とい
う悪いムードの中での発進となりました。被災
された方々は未だ避難生活を余儀なくされてい
ます。一刻も早く生活を取り戻されることを祈
念せずにはいられません。
　「災転じて福となす」という言葉があります。
　私たちは震災の犠牲者の御霊を悼み、被災地
の復興を願わずにはいられません。そのことを
踏まえて、明日の社会を明るく照らすことを努
めて行いましょう。過酷な試練に負けず、救い
の手を差し伸べる気概を持つことが肝要です。
直接、ボランティアとして被災地に行けずと
も、社会の中で自らの責務を明るく、しっかり
果たしていくことで、たくさんの元気を周りの
人達に分け与えることができるはずです。その
ような行動を通して、被災地が被ったダメージ
の回復に寄与できるはずです。各自できる範囲
でいいのです。そのように思います。４月３日
の台湾花蓮地震の際においても同じです。まさ
に自利利他の精神です。
　私たちを取り巻く税制は昨年10月に始まり
ましたインボイス制度、また今年６月から実施
された定額減税、ほか税制改正など様々にその
時その時の対応が求められています。それらに
タイムリーに対応し、適応していくことが私た
ち経営者に求められています。法人会の役割
は、税を学び理解し経営の指針に役立てる、そ
のような機会を提供することにあります。私た
ちの得た利益の中から税を納め、他の人々、言

い換えれば、公共の幸せのために使う。法人会
の謂う、よき経営者とはこのような自利利他の
実践にあるように思います。
　現在、組織委員の佐々木委員長はじめ皆さん
の努力のもと、若い新たな法人会員も増えてま
いりました。さらに各委員会においても、これ
までの反省を踏まえ、充分機能できるよう、必
ず正副委員長を配置する補完体制が完成し、各
委員会活動がスムースに実施できるようになり
ました。また女性部、青年部の地道な活動の
中、法人会の社会的な認知度も広まってきてい
るように感じます。
　私たち会員は、これまでに幾度となく困難を
乗り越え、会社、商店を今日に繋いできた歴戦
の勇者です。もっと自信を持って経営に当たっ
て下さい。
　今年は悪いニュースで始まりましたが、「災
転じて福となす」「自利利他の精神」を忘れず
に、「終わり良ければすべてよし」で締めくく
れる新年度にしたいと思います。
　終わりに、会員の皆様と、ご支援いただいて
おります関係各位のご健勝と益々のご活躍なら
びに会員企業商店のご繁栄を祈念いたしまして
新年度の挨拶といたします。

通常総会で挨拶する大沢会長通常総会で挨拶する大沢会長
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　本日ここに、一般社団法人木曽法人会の第
12回通常総会が盛大に開催され、全ての議事
が滞りなく可決承認されましたことに心からお
慶び申し上げますとともに、一言お祝いの言葉
を申し上げます。
　大沢会長をはじめ、木曽法人会の皆様には、
日頃から税務行政に対し、深いご理解と多大な
ご協力を賜っており、本席をお借りして厚くお
礼申し上げます。
　木曽法人会におかれましては「会員企業の健
全な経営」「納税意識の高揚」を基本指針に掲
げ、正しい税知識の普及や各種研修会の開催な
どの活動を活発に展開されてこられましたこと
に対しまして、深く感謝申し上げます。
　特に、税に関する各種研修会の開催や税務に
関するテキスト・教材の配布を行うなど、会員
の積極的な自己啓発を支援し、企業の健全な発
展に貢献されているほか、租税教育に対する深
いご理解の下、青年部が行う租税教室や小学校
児童への「租税教育用下敷」の寄贈、女性部が
行う「税に関する絵はがきコンクール」の実施
にも大変力を入れていただいており、皆様の法
人会活動に対する熱意とご尽力に敬意を表しま
す。
　また、ボランティア活動や介護施設へのタオ
ル・古布寄贈など、地域社会への貢献活動にも
積極的に取り組まれておられることに深く感銘
を受けております。
　さて、国税当局では、経済社会の変化やデジ
タル技術の進展等を踏まえて、令和５年６月
に「税務行政の将来像2023」を公表し、「納税
者の利便性の向上」と「課税・徴収事務の効率
化・高度化」に、新たに「事業者のデジタル化
促進」を加えた３つの柱に基づいて、税務行政
のDXに取り組むこととしております。
　「あらゆる税務手続が税務署に行かずにでき
る社会」を目指し、添付書類も含めたe-Taxの
普及・定着やキャッシュレス納付の利用拡大な
ど一層推進していくこととしておりますので、
木曽法人会の皆様におかれましては、引き続
き、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し

上げます。
　昨年10月１日からインボイス制度が開始さ
れました。
　制度の周知・広報等、皆様のご理解とご協力
のおかげをもちまして、円滑にスタートできま
したこと、心より感謝申し上げます。
　インボイス制度は、複数税率の下での適正な
申告・納税のために必要不可欠な制度です。
　当局といたしましては、制度の円滑な定着に
向けて、引き続き、説明会や登録要否相談会を
開催するなど、事業者の方々に寄り添った丁寧
な対応に努めてまいりますので、ご協力をお願
いいたします。
　木曽法人会の皆様には、税務行政の良き理解
者としてご尽力賜っていることは、私どもが税
務行政を運営していく上で非常に大きな支えと
なっており、誠に心強く感じている次第であり
ます。
　今後とも、更なる協調関係を構築し、目まぐ
るしく変化する経済社会や技術環境に対して柔
軟に対応し、時代に即した申告納税制度の更な
る発展に取り組むことができれば幸いと考えて
おります。
　結びに当たりまして、木曽法人会並びに会員
の皆様の多年にわたるご功績に、改めて敬意を
表しますとともに、本日ご臨席の皆様のご健勝
とご繁栄を祈念いたしまして、お祝いの言葉と
いたします。

一般社団法人木曽法人会通常総会祝辞一般社団法人木曽法人会通常総会祝辞

第１回理事会での三田村税務署長第１回理事会での三田村税務署長

木曽税務署長　三田村　仁
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５月29日　第12回通常総会
木曽町文化交流センター多目的ホール

通常総会での大沢会長 通常総会で挨拶する
三田村税務署長

　令和６年度第12回通常総会が５月29日木曽
町文化交流センターにて開催されました。
　令和５年度財務諸表、令和７年度税制改正要
望事項（案）の承認、令和６年度事業計画書並
びに収支予算書、令和５年度公益目的支出計画
実施報告書の報告がされました。
　今年は役員改選の年ではなかったので総会の
時間がかなり短縮し、予定より早く議事が終了
してしまうというハプニングもありましたが、
通常総会は無事終了しました。
　総会終了後には毎年恒例の懇親会も行いまし
た。皆さん、それぞれ近くの方と情報交換した
りと楽しい懇親会となりました。

【令和６年度基本方針】
◦納税意識の高揚と租税教育活動の推進
◦ 税制改正提言活動ならびに申告書の添付書類
も含めた電子申告納税システム（e-Tax）及

びキャッシュレス納付の普及推進と定着に向
けた取り組み利用拡大
◦ 企業経営の健全発展と地域社会貢献活動事業
の推進

【主な事業計画】
① 税の研修事業・税務研修会・講演会等経営支
援事業の実施
② 支部活動・青年部女性部活動を通しての会員
増強の推進
③ 税制改正の提言・法人市町村民税（法人税
割）の標準税率化への要望活動の実施
④ 女性部の介護施設等へのタオル・古布寄贈や
食品ロス問題への取り組み等の社会貢献活動
の実施
⑤ 青年部・女性部による租税教育事業の推進強
化
⑥ 会員福利厚生制度の普及推進（会員健康促進
事業の実施）

所 属 職 名 氏 名 旧 所 属 署 旧 職 名
署 長 金 田 安 晴 東京国税不服審判所　審判部　審判第三部 審 判 官

総 務 課 長 浅 井 清 宏 関東信越国税局　総務部
納税者支援調整官（長野派遣） 納税者支援調整官

調査部門 統括国税調査官 佐 藤 　 尚 長野税務署　法人課税第三部門 統括国税調査官

（法人会担当） 上席国税調査官 鵜 飼 　 武 大町税務署　法人課税部門 上席国税調査官

⑵ 転入者・転入先

● 木曽税務署　人事異動のお知らせ（７月10日付）
所 属 職 名 氏 名 新 所 属 署 新 職 名

署 長 三田村　　　仁 関東信越国税局　課税第一部　国税訟務官室 主 任 訟 務 官
総 務 課 長 石 河 敏 昭 上田税務署　総務課 総 務 課 長

調査部門 統括国税調査官 宿野部　英　俊 大宮税務署　特別調査情報官 特別調査情報官
（法人会担当） 上席国税調査官 新 原 春 雄 伊那税務署　法人課税第二部門 統括国税調査官

⑴ 転出者・転出先
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木曽税務署からのお知らせ
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　青年部総会が６月７日に開催されました。
　ご来賓として、（一社）長野県法人会連合会
　青年部連絡協議会会長（伊那青年部長　山本
勲 氏）にも出席していただきました。
　令和５年度の事業報告及び令和６年度事業計
画等について報告、審議が行われました。
　上越青年部長からの新年度の事業計画におい
て行事の積極的参加など、会員の結束と連携強

化を確認しました。
　令和７年度の青年部
合同例会は木曽担当と
なります。今年度から
動き始めないといけな
いので、皆さんご協力
よろしくお願いします。

　女性部総会は、本会
の総会に先立ち、総会
会場の木曽町文化交流
センター大会議室で開
催されました。
　午後２時30分、土原副部長の総合司会により
開会、古瀬副部長の「開会のことば」に続き小
瀬木部長が１年間の女性部事業である絵はがき
コンクール事業や社会貢献活動事業、新たに取
り組みが始まりました食品ロス問題について、部
員の参加と協力に対し、お礼を述べました。
　また新年度の事業計画への協力もお願いし、
松瀬副部長の「閉会のことば」で、無事総会が
終了しました。

第18回第18回    全国女性フォーラム広島大会全国女性フォーラム広島大会
　４月 18日広島グリーンアリーナにて、法人
会全国女性フォーラムが開催され、当会からは
２名で参加しました。全国の女性部員およそ
1700 名が集まり、盛大な大会となりました。
　記念講演では、広島交響楽団の桂冠指揮者の
下野　竜也氏により『音楽・師との出会い』～
今、我々に求められること～と題して講演され
ました。サイトウ・キネン・フェスティバルに
も参加されている方でした。指揮者になるまで
の数々の出会いのお話をお聞きして、最後には
指揮もされての演奏もあり感動しました。
　アトラクションでも、演奏や手話付きの歌も
あり、全員での手話と歌
は圧巻でした。
　懇親会では、広島なら
ではの食材の二段弁当と
数々の地酒で終始和やか
な雰囲気の大会でした。

　去る５月28日、木曽町立開田小学校におい
て、青年部の租税教育事業の取り組みとして
「租税教室」を行いました。
　青年部での租税教室は、木曽税務署の方にも
ご協力頂きながら、青年部員が講師となり税の
仕組みを説明し、DVDを活用しながら税金の
ある暮らしの大切さを伝えました。
　租税教室を通じて、少しでも税について考
え、税の大切さを学んでもらえたらと思います。
租税教室後には、女性部の事業でもあります、
税に関する絵はがきコンクールの応募のお願い
もしました。
　これからも継続
事業として青年部
員の方々には、ご
協力をお願いした
いと思います。 開田小学校６年開田小学校６年

挨拶する小瀬木部長挨拶する小瀬木部長

挨拶する上越部長挨拶する上越部長

　女性部では、地域社会貢献活動に繋がるボラン
ティア事業として、郡内の介護施設へのタオル・
布類の寄贈を行っています。

　これは、家庭でお使いにな
らない新品のタオルや使用済
みのタオル等を、介護の現場
でご利用頂いているものです。
去る３月27日に大桑村にある、
大桑村社会福祉協議会さん

へ、小瀬木部長と土原副部長が行ってまいりました。
　まだ完全に収束はしていない新型コロナウイルス
対策をしながらでしたが、タオル寄贈を行いました。
施設の方からは、「１ヶ所だけでなく、他の介護施
設にも分けて使わせて頂きます。大変助かります」
との、お言葉を頂き利用者の皆さんに少しでも、お
役に立てて頂けることをうれしく思いました。
　今後も引き続き実施してまいりますので、女性
部の皆様のご協力をお願いします。
　新品タオル・使用済タオル・バスタオルなど、
お寄せ頂ける方は、女性部役員または事務局まで
ご連絡をお願いします。 （事務局　記）
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〒 399-5503
長野県木曽郡大桑村長野 2452
ＴＥＬ　090－6173－9467

阿寺ブルー 株式会社　　代表取締役　河合　　毅

〒 397-0002
長野県木曽郡木曽町新開 5238-1
ＴＥＬ　090－4180－7135
M a i l ：info@kiso-treeworks.com

【主な業務内容】
・  伐採、特殊伐採、薪
販売、草刈り、薪ス
トーブ販売
・ 飲食業、土木工事業、
スノーボード事業

　特殊伐採を中心とし
たサービスを提供してお
ります。JR沿線や、霊

園、神社仏閣、別荘地、電線周りの支障木や危
険木はお任せください。伐った木は薪として無駄
なく利用するだけでなく、６次産業化を目指し、
木材の価値を高めていきたいと考えています。
色々な方々と協力しながら、様々なアイデアを生
み出し、実践する事で、木曽の林業が、木曽の経
済が良くなるよう頑張っていきたいと思います。

株式会社木曽ツリーワークス　代表取締役 千村　　格

●飲食・ギャラリー部門
ギャラリーカフェＳＯＭＡ

〒 397-0001
長野県木曽郡木曽町福島 5073-1
ＴＥＬ　080－7135－1952
10：00 ～ 16：30（L.O.16：00）

　木曽の手仕事をあつかうギャラリーカフェ。
ホットサンド、スイーツ、各種ドリンク取り
揃えています。

一階アロマ一階アロマ

ブルーオーシャンと言われる未開拓への希望の色ブルーオーシャンと言われる未開拓への希望の色
　～ブルーの意味～　 心落ち着く　癒される　前向きな気持ち 　～ブルーの意味～　 心落ち着く　癒される　前向きな気持ち 

忠誠心　賢明で自信信頼できる権威と自然のつながりを示唆する 忠誠心　賢明で自信信頼できる権威と自然のつながりを示唆する 
会社のフィロソフィーは正にブルーにあります会社のフィロソフィーは正にブルーにあります

　令和５年10月17日設立。
　現在、地域の観光振興に取り組む。
　阿寺ブルーはその名の通り阿寺渓谷の清
流に因むのと合わせて、Blueのコンセプ
トで事業を継続します。

これからの法人事業は単独ではできません。
　異業種が互いに組むことが必要です。
　各特徴を組み合わせ新しい観光市場と資
源創出に研鑽を重ねます。
　観光事業の礎は地元の観光以外の企業です。
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令和６年６月２日以後に就職した人に対する定額減税は行えますか。

　令和６年６月２日以後に就職した人については、基準日在職者に該当しません
ので、月次の減税は行えません。
　なお、このような人のうち扶養控除等申告書を提出した人は、月次減税額の控
除を受けることはできませんので、通常は年末調整において定額減税額の控除
（年調減税）を受けることになります。

給与所得に係る定額減税はどのように実施するのですか。

　給与所得に係る定額減税の実施方法は次のとおりです。

　扶養控除等申告書を提出している給与所得者（いわゆる甲欄適用者）について
は、その主たる給与の支払者のもとで、次により定額減税額の控除が行われます。

❶月次減税… 令和６年６月１日以後最初に支払を受ける給与等（賞与を含
む）に係る源泉徴収税額からの控除（令和６年６月１日におい
て主たる給与の支払を受ける人が対象）

　　　　　　 　源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額（控除前
税額）から月次減税額を控除します。

　　　　　　 　控除しきれない部分の金額については、以後令和６年中に支
払う給与等に係る控除前税額から順次控除します（ただし、年
末調整の際には、以下の②によります。）。

❷年調減税…年末調整時における年調所得税額からの控除
　　　　　　 　年末調整の対象者で、かつ、令和６年中に支払の確定した給

与等を基に年末調整により計算した年調所得税額がある人は、
その年調所得税額から年調減税額を控除します。

　　　　　　 　なお、年調所得税額から年調減税額を控除した後の金額に 
102.1％を乗じて、復興特別所得税を含めた年調年税額を計算
します。

　今回の「税金Ｑ＆Ａコーナー」第44弾は、令和６年６月１日以降支払われる給与から行わ
れている令和６年分所得税の定額減税について、今後、給与支払者が注意すべき点について説
明します。

泫  合計所得金額が1,805万円を超える人については、年調減税は受けられません。ま
た、年末調整の対象とならない人は確定申告で精算します。
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令和６年７月以降に扶養親族の数が変わる場合は、月次減税額も変わることにな
りますか。

　月次減税額は、本人分30,000円に、同一生計配偶者等の数により計算した一
定額（１人につき30,000円）を加算して算出することとされており、この同一
生計配偶者等の人数については、最初の月次減税事務を行うときまでに提出され
ている扶養控除等申告書又は「源泉徴収に係る申告書」の記載内容に基づき判定
し、これにより算出した月次減税額をもって控除を行うこととされています。
　したがって、例えば、７月に子の出生によって扶養親族の人数が増え、令和６
年６月と７月とでは扶養親族の人数が異なることとなっても、月次減税額の増額
は行いません。
　なお、こうした人数の異動により生ずる定額減税額の差額は、年末調整又は確
定申告により精算されることになります。

給与所得者が退職した場合（年末調整を了した場合を除く。）に作成する源泉徴
収票には、定額減税額等をどのように記載しますか。

　令和６年６月１日以後に給与所得者が退職した場合には、源泉徴収の段階で定
額減税の適用を受けた上、再就職先での年末調整又は確定申告で最終的な定額減
税との精算を行うこととなるため、「給与所得の源泉徴収票」の「（摘要）」欄に
は、定額減税額等を記載する必要はありません。
　なお、「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の実
際に源泉徴収した税額の合計額を記載することになります。

納付すべき税額が０円となった場合、納付書は提出するのですか。

　月次減税額の控除等により、納付すべき税額がなくなった（「本税」欄が
「０」）場合でも、納付すべき税額がある場合に準じて納付書の各欄の記入を行っ
た上で、その納付書を必ず所轄税務署に提出してください。

用語の説明、個人住民
税や給付金などに関す
る情報は、右の表の各
リンク先からご確認い
ただけます。

所得税に関する情報・
用語の説明

個人住民税に関する
情報 給付金等に関する情報

国税庁ホームページ 総務省ホームページ 内閣官房ホームページ

定額減税
特設サイト

タックスアンサー
（よくある税の質問）

個人住民税における
定額減税について

新たな経済に向けた給付金・
定額減税一体措置
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一般社団法人木曽法人会では、いちごプロジェクト広告で、
花の種を配布します。
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事
務
局
日
誌

事
務
局
日
誌

　全法連女性部会で始まりました食品ロス問題の取り組みに、木
曽法人会では、まずはじめに「食品ロスについて、理解を深めよ
う」をテーマに３月に県社会福祉協議会や地域で取り組みをされ
ておられる方を講師としてお招きして研修会を行いました。

税務研修会　第１部（６月５日）税務研修会　第１部（６月５日）

生活習慣病予防健診生活習慣病予防健診第１回理事会（５月９日・建設会館３階大会議室）第１回理事会（５月９日・建設会館３階大会議室）

　木曽地域振興局の、『夏休み前フードドライブ統一キャンペーン』があることを知り、法人会として
も協力できればということで活動が始まりました。
　女性部員にご協力のお願いのチラシを送り、ご家庭で余っている食材（賞味期限のある物）などを、

役員の方が中心となり部員の方々から集めていただきました。
　７月４日各支部女性部役員の方々が持ち寄られた食材は、段ボー
ルや紙袋にたくさんありました。
　木曽地域振興局の方にお渡しをし、「たくさんの食料品をありが
とうございます。夏休みに合わせて、木曽郡内にある【こども食
堂】（７カ所）で、それぞれ分けたいと思います」とのことでした。
　木曽法人会女性部では継続事業としていきたいと思います。
　皆さん、ご協力よろしくお願いします。

３月11日　食品ロス研修会　ねざめ亭にて３月11日　食品ロス研修会　ねざめ亭にて




